
（2024年6月13日開催）

「第１回カスタマーハラスメント防止対策

に関する協議会」資料



カスタマーハラスメントとは
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○ 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（2022年２月）での考え方

明確に定義することはできないとしたうえで、

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に

照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、

当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

をカスタマーハラスメントと考えている。

○ 現在、法的な位置付けはされていない。

○ 厚生労働省「令和５年度 職場のハラスメントに関する実態調査」での考え方

「顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為」を「いわゆるカス

タマーハラスメント」と記載している。



各種ハラスメントの法的位置づけ

出典：雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会資料より抜粋 3

法制化年措 置 義 務区 分

平成９年改正：
事業主の配慮義務

平成18 年改正：
事業主の措置義務

○ 男女雇用機会均等法（第11条）
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため
に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

セクシュア
ルハラスメ
ント

平成28年改正：
事業主の措置義務

○ 男女雇用機会均等法（第11条の３）
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊

娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又
は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事
由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害
されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な
体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

妊娠・出産
等に関する
ハラスメン
ト

平成28年改正：
事業主と措置義務

○ 育児・介護休業法（第25条）
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その

他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する
言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応
じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなけれ
ばならない。

育児休業等
に関するハ
ラスメント

令和元年改正：
事業主の措置義務

○ 労働施策総合推進法（第30条の２）
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのない
よう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇
用管理上必要な措置を講じなければならない。

パワーハラ
スメント



5.9%

33.1%

50.2%

57.3%

15.8%

21.7%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

身体的な攻撃（暴行、傷害等）

精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、
暴言、土下座の要求等）

威圧的な言動（大声で責める、反社会的な者との
つながりをほのめかす等））

継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動
（頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等）

拘束的な言動（不退去、居座り、監禁、長電話等）

明らかに業務内容と関係のない顧客等からの言動（セクハ
ラ、プライバシーの侵害、個人の属性に関する言動等）

その他

顧客等からの著しい迷惑行為の状況（労働者への調査結果）
厚生労働省「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より抜粋
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○ 過去3年間にハラスメントを受けた経験
・ 約11％が顧客等からの著しい迷惑行為
（カスハラ）を受けたことがある。

対象：全国の企業・団体に勤務する20～64歳の男女労働者（n=8,000)

○ 受けた顧客等からの著しい迷惑行為の内容
・ 継続的・執拗な言動、威圧的な言動の順に多い。

対象：顧客等からの著しい迷惑行為を受けたと回答した者（n=861)
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6.3%

10.8%
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0.8%

4.3%

4.9%
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12.4%
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67.6%

19.7%
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0.1%

3.8%
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63.8%
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特に影響はなかった

その他

入院した

通院したり服薬をした

会社を休むことが増えた

眠れなくなった

職場でのコミュニケーションが減った

仕事に対する意欲が減退した

怒りや不満、不安などを感じた

令和５年度調査(n=861) 令和２年度調査（n=1,200）

対象：顧客等からの著しい迷惑行為を受けたと回答した者

顧客等からの著しい迷惑行為の状況（労働者への調査結果）
厚生労働省「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より抜粋
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○ 著しい迷惑行為を受けたことによる心身への影響
・ 怒りや不満、不安などを感じた人、仕事に対する意欲が減退した人の順に多い。



64.2%

39.5%

10.2%

3.9%
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85.1%

90.6%

63.7%
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パワハラ(n=7,774)

セクハラ(n=7,777)

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(n=7,779)

介護休業等ハラスメント(n=7,778)

顧客等からの著しい迷惑行為(n=7,775)

就活等セクハラ(n=7,768)

ハラスメントに関する相談がある ハラスメントに関する相談はない ハラスメントに関する相談の有無を把握していない

顧客等からの著しい迷惑行為の状況（企業への調査結果）
厚生労働省「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より抜粋
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○ 過去３年間のハラスメントの相談有無（ハラスメントの種類別）
・ 顧客等からの著しい迷惑行為に関して、従業員から相談があった企業が約28％
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就活等セクハラ(n=54)

顧客等からの著しい迷惑行為(n=2,167)

介護休業等ハラスメント(n=301)

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(n=794)

セクハラ(n=3,075)

パワハラ(n=4,988)

過去3年間に相談件数が増加している 過去3年間に相談があり、件数は変わらない
過去3年間に相談件数は減少している 過去3年間に相談はあるが、件数の増減は分からない

顧客等からの著しい迷惑行為の状況（企業への調査結果）
厚生労働省「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より抜粋
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○ 過去３年間に相談があった企業における相談件数の推移（ハラスメントの種類別）
・ 顧客等からの著しい迷惑行為は、過去３年間に相談件数が減少している企業に対し
て、増加している企業の割合が高い。



61.5%
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24.9%
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3.1%

20.9%

22.6%

2.8%

9.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ハラスメントかどうかの判断が難しい

経営層の意識が低い/理解不足

管理職の意識が低い/理解不足

一般社員等の意識が低い/理解不足

関係者（顧客等）の意識が低い/理解不足

発生状況を把握することが困難

ハラスメントに対応する際のプライバシーの確保が難しい

ハラスメントの予防・解決のための取組を行うノウハウがない

ハラスメント予防・解決のための取組を行う費用が確保できない

社内に対応するための適切な人材がいない/不足している

適正な処罰・対処の目安がわからない

その他

特にない

顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると
判断した事例がある(n=1,874)

顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると
判断した事例がない(n=287)

対象：顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談があった企業(n=2,161)

顧客等からの著しい迷惑行為の状況（企業への調査結果）
厚生労働省「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より抜粋
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○ 顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組
・ 55.8％の企業が「特にない」

取組内容 割合

顧客等からの著しい迷惑行為の対応に関する
マニュアルの作成・研修の実施

13.7

顧客等への周知・啓発 11.4

行為者に対する出入り禁止等 13.1

自社従業員が取引先等からハラスメント被害
を受けた場合の取引先等への協力依頼

13.9

警備会社、警察等の関係各所との連携 12.7

保健スタッフとの連携 12.0

その他 3.0

特にない 55.8

・該当数：7,698

○ ハラスメント予防・解決のための取組を進め
る上での課題
・ 約60％の企業が「ハラスメントかどうかの
判断が難しい」

対象企業数：7,698



顧客等からの著しい迷惑行為の状況（企業への調査結果）
厚生労働省「令和５年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より抜粋
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○ 過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為で被った損害や被害
・ 通常業務の遂行への悪影響、労働者の意欲・エンゲージメントの低下の順に多い。

対象：過去３年間に顧客等からの著しい迷惑行為に該当すると判断した事案があった企業(n=1,880)
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通常業務の遂行への悪影響



自治体における状況
全日本自治団体労働組合「職場における迷惑行為、悪質クレームに関する調査」報告書（2020）より抜粋
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○ 過去３年間における住民からの迷惑行為
や悪質クレーム
・ 46％の人が受けたことがある。

○ 過去３年間に住民から受けた行為
・ 暴言や説教、長時間のクレームや居座り、
複数回に及ぶクレームの順に多い。

3.7% 42.3% 30.3% 22.8%

0.9%

日常的に受けている 時々受けている
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無回答

計46.0％
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愛知県の取組状況
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〇 カスタマーハラスメントをテーマとした労働講座を開催
・ 日 時：２０２４年７月５日（金） １３：３０～１６：００
・ テーマ：「カスタマーハラスメントを中心とするハラスメント対策」

・事業主に求められるハラスメント防止対策について
・カスタマーハラスメントの現状とその対策の実践ポ
イントについて

・ 対 象：中小企業の経営者・人事労務担当者等

〇 ウインクあいちなどにおける労働相談窓口において、カスタマー
ハラスメントに関する相談に対応

（相談の例）
・ お客が店長に、「あいつの顔をみたくない、辞めさせろ」と暴言
・ 取引先事務員からの暴言を受けている

〇 消費生活情報「あいち暮らしっく」に、消費者が事業者に意見を伝えるときのポイント
に関する記事を掲載



東京都の取組状況

カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会資料をもとに作成
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〇 カスタマーハラスメントへの対応のあり方に関する検討状況
・ 公労使による「新しい東京」実現会議（2回）、カスタマーハラスメント防止対策に関す
る検討部会（４回）を開催し、防止のためのルール作りなどの議論を重ね、現在、条
例やガイドラインの作成に向けて検討中

〇 令和６年度のカスタマーハラスメント対策
・ カスタマーハラスメント専用Webサイトの作成
・ 普及啓発ポスター（カスタマー向け、従業員向け２種類）
・ リーフレットの作成、配布
・ カスハラ対策に関する動画を作成し、Webサイトに掲載
・ 中小企業にカスハラ対策の専門家（診断士等）を派遣
・ セミナーの開催

Webサイト「Ｔｏｋｙｏノーカスハラ支援ナビ」


